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（別表１） 

事業継続力強化支援計画 

事業継続力強化支援事業の目標 

本計画は、掛川商工会議所の管轄エリアである旧掛川地域について定めるものである。 
 

Ⅰ 現状 

（１）地域の概要・立地 

 掛川市は、静岡県の西部に位置し、静岡市と浜松市の中間に位置している。東側は島田市、菊川市、

御前崎市に、西側は袋井市、森町に接する。市北部は、標高 832ｍの八高山をはじめとする山地であり、

その南側に平地が開ける。市中央部には標高 264ｍの小笠山があり、その山麓は複雑な谷筋を持った丘陵

地である。掛川みなみ商工会の管轄エリアである市南部には、平地が広がり、遠州灘に面して約 10ｋｍ 

にわたる砂浜海岸がある。 

東西約 16ｋｍ、南北約 30ｋｍで南北に細長く、小笠山付近でくびれた形状である。面積は 265.63ｋ㎡

であり、県内の 3.4％を占める。  

平均気温は 17℃前後、降水量は約 1,800mm、気候は温暖であるが、冬季は「遠州の空っ風」と呼ばれ

る強風が吹く。  

本市には、交通の主要路線である東名高速道路、新東名高速道路、国道１号、国道１号バイパス、国

道 150号、新幹線、東海道本線、天竜浜名湖鉄道がある。 

 

（２）地域の災害リスク 

 （洪水：ハザードマップ） 

掛川市の主な河川は、県一級河川の原野谷川、県二級河川の逆川、倉真川、垂木川などがある。こ

れらの河川は、各種事業による治水改修が進められ、洪水や浸水の不安は消されつつあるが、近年、

郊外型住宅地の形成、流域開発などが進み、河川への雨水流出量が増大していることから、未整備区

間や内水氾濫が想定される地域では、依然として洪水や浸水が引き起こされる危険が残っている。  

危険度が最も高い地域は領家で、周辺には約 100件の事業所が点在する。 
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（土砂災害：ハザードマップ） 

静岡県が発表している市町別土砂災害警戒区域情報によると、掛川市の土砂災害警戒区域は 1,342

件（土石流 216件・地滑り 23件・急傾斜 1,103件）、土砂災害特別警戒区域は 1,270件（土石流 176

件、急傾斜 1,094件）となっている。（令和 4年 3月 31日時点データ） 

   台風やゲリラ豪雨などによる大雨が発生すると、命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおか

しくない、非常に危険な箇所が市内に多数点在している状況である。 

 

（地震：静岡県第 4次地震被害想定） 

   現在、当市が地震対策の基礎資料としている「静岡県第 4次地震被害想定」では、東海・東南海・

南海の三連動を含む東海地震を中心としたレベル 1 の地震と、あらゆる可能性を考慮した最大クラ

スの南海トラフで発生するレベル 2 の巨大地震による被害を想定している。当市内で想定される揺

れについては、震度７の地域が 50％（主に市南部）、震度６強の地域が 50％（主に市北部）とされ

ている。 

また、津波に関しては、掛川市沿岸の最大津波高は 13m、平均津波高は 11mと想定されており、津

波浸水面積は、5.5㎢で、浸水域は、概ね国道 150号より南と菊川流域が想定されている。 
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（液状化：危険度マップ） 

   県被害想定結果では、市域の約 11%が液状化の可能性があるとされている。特に可能性が高い地域

としては、旧掛川地域（仁藤町・旭台・駅前・印内・葛川・金城・御所原・梅橋）、旧大東地域（国

安・国包・千浜・浜野・三俣・中）、旧大須賀地域（沖之須）である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（原子力災害：危険度マップ） 

   当市全域がＵＰＺ（緊急時防護措置を準備する区域）となっているため、浜岡原子力発電所の過

酷事故による放射性物質及び放射線の放出又はその恐れのある事態が発生した場合は、屋内退避や

避難などを実施する。 
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 （その他：感染症の流行） 

   新型インフルエンザ等（以下：新型ウイルス感染症）は１０年から４０年の周期で出現し、世界

的に大きな流行を繰り返している。また、新型ウイルス感染症は国民の大部分が免疫を獲得するま

でに一定時間を要する。そのため、全国的かつ急速なまん延により、当市においても多くの市民の

生命及び健康に重大な影響を与える恐れがある。 

  

（３）商工業者の状況 

   掛川市は、「掛川商工会議所」と「掛川みなみ商工会」の２商工団体が併存

しており、掛川商工会議所は旧掛川市を、掛川みなみ商工会は旧大東町及

び旧大須賀町を管轄区域としている。 

 

・市内事業所数    4,792事業所 

・管内小規模事業者数 3,162事業所  

（出典：平成 28年経済センサス） 

 

 

  【内訳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業種 
市内 

事業所数 
管内小規模
事業者数 

備考（事業所の立地状況等） 

商工 

業者 

卸・小売業 1,155 732 大規模小売店が郊外に点在 

製造業 647 484 5箇所の工業団地あり 

建設業 546 526 市内に広く分散 

宿泊・飲食業 611 395 中心市街地に多く立地 

その他の業種 1,833 1,025 理美容業の開業が多い 

計 4,792 3,162  
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（４）これまでの取組 

  １）掛川市の取組 

  ①防災計画等の策定 

   ・掛川市地域防災計画 

   ・掛川市地震・津波対策アクションプログラム 

   ・掛川市業務継続計画 

   ・掛川市国土強靭化地域計画 

   

②防災訓練等の実施 

   ・総合防災訓練 

・地域防災訓練 

・防災研修会 

・津波避難訓練 

・原子力防災訓練 

・水防訓練 

   

③災害に備える各種協定の締結 

   ・災害応援協定 

   ・物資供給協定 

   ・防災パートナーシップ協定 

   ・津波避難施設協定 

 

  ２）掛川商工会議所の取組 

 ・ＢＣＰ関係セミナー及び相談会を開催し、会員等に周知を行ってきた。 

  ※近年の開催内容 

開催日 テーマ 講師 

H29.2.15 ＢＣＰ（事業継続計画）の必要性について 
東京海上日動火災保険㈱浜松支店 

中村 和弘 氏 

R2.2.12 災害に負けない企業ＢＣＰ策定セミナー 
ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研㈱ 

内山 和佳奈 氏 

R3.1.29 コロナ対策企業防災セミナー 
・掛川市危機管理課 危機政策係職員 

・e-経営推進室 宮角 良介 氏 

R3.10.20 事業継続力強化計画作成 個別相談会 
静岡県ＢＣＰコンサルティング協同組合 

豊田 和之氏 

R4.9.28 事業継続力強化計画策定セミナー 
静岡県ＢＣＰコンサルティング協同組合 

豊田 和之氏 

R4.12.8 事業継続力強化計画作成 個別相談会 
静岡県ＢＣＰコンサルティング協同組合 

豊田 和之氏 
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・平成 23年 8月に「掛川商工会議所 ＢＣＰ・震災時対応マニュアル」を制定（令和 3年改定）、令和

2年に「新型コロナウイルス対策行動計画」を制定している。 

・静岡県ＢＣＰ研究会に加入し、情報収集を行い当所会員企業に提供している。 

・職員の県ＢＣＰ指導者養成講座受講 

・専門家派遣によるＢＣＰ策定支援 

・専門家派遣による事業継続力強化計画作成支援 

・損保会社と連携した損害保険への加入促進 

・災害支援協定締結３商工会議所（小田原箱根商工会議所、日光商工会議所、当所）による情報交換

会を毎年実施し、日々連携を深めている。 

・消防署員立会いによる自主防災訓練の実施（年 1回） 

・防災備品の備蓄 

 

Ⅱ 課題 

 １．ＢＣＰに関する情報提供・周知の強化  

当会議所では、巡回・窓口相談やホームページ・会報誌等を通じＢＣＰを周知してきたが、事業

者に災害リスクやＢＣＰの本当の重要性が伝わっていないと思われる。自社リスクの回避策とし

てＢＣＰの策定が重要であることを理解してもらう必要がある。  

 

２．ＢＣＰに対する小規模事業者の意識の向上  

当会議所では、事業所ＢＣＰの重要性の周知や策定に関するセミナーを開催してきたが、小規模

事業者の意識や関心の高まりにつなげられておらず、策定に取り組む小規模事業者も増加してい

ない。ＢＣＰに関する経営指導員等職員の助言能力の向上も必要である。  

 

３．関係機関との連携 

災害時の情報提供や情報収集、ＢＣＰの普及については、掛川市をはじめとする各関係機関との

連携が不可欠であるが、現状では、緊急時における具体的な連携体制が整備されていない。 

 

４．緊急時に対応する体制等の整備 

人事異動等に合わせて当所ＢＣＰの更新を行う必要があるが、現状では更新事務が滞っている。

また、緊急時の取り組みについて漠然的な記載にとどまっており、緊急時の対応を推進するノウ

ハウをもった人員が十分にいない。更には、保険・共済に対する助言を確実に行える当会議所経

営指導員等職員の不足といった課題もある。感染症リスク等を考慮した非接触による対応の仕組

みづくりも必要である。  
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Ⅲ 目標 

想定される大規模自然災害・感染症に対し、中小企業、特に小規模事業者が事前の防災への備えや、

事後の早急な復旧・事業の継続ができるよう、掛川市と掛川商工会議所が一体となって取り組む。 

 

 １．小規模事業者への「ＢＣＰ」「事業継続力強化計画」策定支援の強化 

小規模事業者に対し、ハザードマップなどをもとに巡回時における説明、ＢＣＰ・事業継続力強

化計画策定セミナーや個別相談会の開催等を通して、事業者の災害リスクに対する意識を高める

とともに、事前対策の必要性について啓発し、ＢＣＰ・事業継続力強化計画の策定支援を強化す

る。また支援をするにあたって必要となる防災・減災対策に関する知識やノウハウを得る為に、

日本商工会議所等が主催するＢＣＰに関する研修会へ積極的に参加するほか、当所で主催するＢ

ＣＰセミナーを開催するにあたり、担当者のみならず指導職員は積極的に参加する。 

 

  ２．連携体制の構築や情報の共有・支援機関としての機能継続 

発災後、速やかな応急対策が行えるよう、各組織における体制、関係機関相互の連携体制を平時

から構築する。また、市、商工会議所の二者間における情報共有を円滑に行うため、小規模事業

者の被害情報を報告するルートを構築する。支援機関としての機能を継続し緊急時の対応が円滑

に行えるよう、商工会議所のＢＣＰを更新するとともに、会議や遠隔地とのやりとりにおけるリ

モート活用等の代替手段の確立により業務停滞を最小限に留めるよう努める。当会議所職員の保

険・共済に対する助言力向上に向け、各損保会社や静岡県火災協同組合と連携し、時には事業所

訪問に同行することで、知識の習得を目指していく。 

  

 ３．相談・支援体制の構築 

被災した事業所の復旧・復興に向けて、支援情報の収集・提供や専門家を含む相談・支援体制を整

える。特に感染症などのリスクに対しては、感染予防対策を徹底した上での来客者対応、オンライ

ン会議システム等を活用した相談窓口体制など機動的に運用できる体制の構築を図る。 

 

※ その他 

・上記内容に変更が生じた場合は、速やかに県へ報告する。 
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事業継続力強化支援事業の内容及び実施期間 

（１）事業継続力強化支援事業の実施期間 

    令和５年４月１日～令和１０年３月３１日 

 

（２）事業継続力強化支援事業の内容 

    掛川市と掛川商工会議所の役割分担、体制を整理し、連携して以下の事業を実施する。 

 

 ＜１．事前の対策＞ 

   ・掛川市、掛川商工会議所、関係団体との連携を密にし、本計画との整合性を整理し、発災時に

混乱なく応急対策等に取り組めるようにする。 

 

  １）小規模事業者に対する災害リスクの周知 

   ・掛川商工会議所においては、巡回経営指導時に、津波・洪水ハザードマップや総合防災アプリ

「静岡県防災」等を用いながら、事業立地場所の自然災害等のリスク及びその影響を軽減する

ための取組や BCP 策定などを含めた対策（事業休業への備え、水災補償等の損害保険・共済加

入等）について説明する。 

・併せて、大規模な地震が発生する恐れがあるときに発表される「南海トラフ地震臨時情報」に

ついて、その内容を説明し、情報発表時の防災対応をあらかじめ計画等に定めるよう求める。 

 ・未知の感染症の感染拡大に伴う事業への様々な影響について、公表されている実例等を交えて

事業者への周知を行っていく。 

      ・会報や市広報、ホームページ、メールマガジン、ＬＩＮＥ等において、国や県の施策の紹介や、

リスク対策の必要性、損害保険の概要、事業者 BCP に積極的に取り組む小規模事業者の紹介等

を行う。 

 ・小規模事業者に対し、事業者 BCP（即時に取組可能な簡易的なものを含む）策定による実効性

のある取組の推進や、効果的な訓練等について指導及び助言を行う。 

      ・事業継続の取組に関する専門家を招き、小規模事業者に対する普及啓発セミナーや行政の施策

の紹介等を実施する。 

   ・新型ウイルス感染症は、いつでも、どこでも発生する可能性があり、感染の状況も日々変化す 

るため、事業者には常に最新の正しい情報を入手し、デマに惑わされることなく、冷静に対応

することを周知する。  

・新型ウイルス感染症に関しては業種別ガイドラインに基づき、感染拡大防止策等について事業 

者への周知を行うとともに、今後の感染症対策に繋がる支援を実施する。  

・事業者へ、マスクや消毒液等の一定量の備蓄、オフィス内換気設備の設置、ＩＴやテレワーク 

環境を整備するための情報や支援策等を提供する。 

 

  ２）商工会議所自身の事業継続計画の作成 

   ・掛川商工会議所では、平成 23 年に「掛川商工会議所ＢＣＰ（事業継続計画）・震災時対応マニ

ュアル」（令和 3 年改定）、令和 2 年に「新型コロナウイルス対策行動計画」を作成済みである

が、令和 5年度において見直しを行い、更新する。 
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  ３）関連団体との連携 

・提携している各損保会社に専門家の派遣を依頼し、管内小規模事業者を対象としたＢＣＰ普及啓

発セミナーの実施及び損害保険の周知を図り、ＢＣＰ策定、事業継続力強化計画認定支援を行う。 

 ・静岡県ＢＣＰコンサルティング協同組合と連携し、事業継続力強化計画をはじめとする事業者

ＢＣＰ（即時に取組可能な簡易的なもの含む）の策定支援、個別相談会を実施する。 

・災害支援協定締結３商工会議所（小田原箱根商工会議所、日光商工会議所、当所）による情報

交換を密に行う。 

   ・日本政策金融公庫、静岡県信用保証協会をはじめとした金融機関と連携し、資金が必要な事業

者に対しては、制度融資の紹介や手続きの支援を行う。 

   ・関連団体が主催する研修会への積極的な参加や、当所が主催するＢＣＰセミナーに担当者以外

の職員も参加することで、指導職員全体の知識や支援技術の向上を図っていく。 

   ・各損保会社や静岡県火災協同組合と連携し、時には事業所訪問に同行することで、保険や共済

の更なる知識の習得を目指していく。 

    

  ４）フォローアップ 

   ・小規模事業者の事業者ＢＣＰ等取組状況の確認。 

   ・掛川市事業継続力強化支援協議会（構成員：当所、当市）を開催し、状況確認や改善点等につい

て協議する。 

 

  ５）当該計画に係る訓練の実施 

    当所策定ＢＣＰに基づき、自然災害等を想定した防災訓練を実施するとともに、市・商工会議

所による情報伝達ルートなどの確認を行う。その他の訓練についても必要に応じて実施する。  

 

 ＜２．発災後の対策＞ 

  ・自然災害等による発災時には、人命の救助が第一であることは言うまでもない。 

その上で、下記の手順で地区内の被害状況を把握し、関係機関へ連絡する。 

 

  １）応急対策の実施可否の確認 

   １）応急対策の実施の可否の確認  

・発災後１時間以内に、携帯電話、ＳＮＳまたはＬＩＮＥ、災害伝言ダイヤル１７１等を利

用し、職員の安否確認を行う。 

・発災後２４時間以内に大まかな被害状況（家屋被害や道路状況等）等を掛川商工会議所と

掛川市で共有する。情報を共有する連絡手段としては、事務所の固定電話、メールを使用

する。なお双方の連絡窓口は以下のとおりとする。 

 

 

 

 

団体名 連絡窓口 

掛川市 産業労働政策課長 

掛川商工会議所 中小企業相談所長 
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・感染症の流行の場合は、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、「緊急事態宣言」

が出た時点や掛川市に対策本部が設置された段階をスタートとし、職場における感染対策

を最優先に行う。 

   

  ２）応急対策の方針決定 

   ・掛川市と掛川商工会議所との間で、大まかな被害状況などを共有・把握し、状況や規模に応じ

た応急対策の方針を決める。掛川商工会議所では、訪問可能な地区内小規模事業者を訪問する

ことで、被害状況の確認を行う。掛川市においては、市内における道路、電気、ガス等のイン

フラに関わる被害状況等の確認をする。 

   ・本地区に震度５強以上の地震、或いは行政が災害害対策本部を設置した場合、当所に災害対策

本部を設置する。 

    

 （例：被害状況の目安は以下を想定） 

被害規模 被害の状況 想定する応急対策の内容 

大規模な被害が

ある 

・地区内１０％程度の事業所で、「瓦が飛ぶ」、「窓

ガラスが割れる」等、比較的軽微な被害が発生し

ている。 

・地区内１％程度の事業所で、「床上浸水」、「建物

の半壊・全壊」等、大きな被害が発生している。 

・被害が見込まれる地域において連絡が取れない、

もしくは、交通網が遮断されており、確認ができ

ない。 

１）緊急相談窓口の設置・

相談業務 

２）被害調査・経営課題の

把握業務 

３）復興支援策を活用す

るための支援業務 

被害がある 

・地区内１％程度の事業所で、「瓦が飛ぶ」、「窓ガ

ラスが割れる」等、比較的軽微な被害が発生して

いる。 

・地区内０．１％程度の事業所で、「床上浸水」、「建

物の半壊・全壊」等、大きな被害が発生している。 

１）緊急相談窓口の設置・ 

相談業務  

２）被害調査・経営課題の 

把握業務 

ほぼ被害はない ・目立った被害の状況がない。 特に行わない 

 ※なお、連絡が取れない区域については、大規模な被害が発生しているものと考える。 

  

・本計画により、当会と当市は以下の間隔で被害情報等を共有する。 

発生後～１週間 1日に 3回共有する 

１週間～２週間 1日に 2回共有する 

２週間～１ケ月 1日に 1回共有する 

１ケ月以降 2日に 1回共有する 
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※大規模災害時支援協定締結商工会議所 

  

＜３．発災時における指示命令系統・連絡体制＞ 

   ・自然災害発生時に、小規模事業者の被害状況の迅速な報告及び指揮命令を円滑に行うことでき

る仕組みを構築する。 

   ・二次災害を防止するために、被災地域での活動を行う事について決める。 

   ・掛川市と掛川商工会議所は被害状況の確認方法や被害額（合計、建物、設備、商品等）の算定方

法について、あらかじめ確認しておく。 

   ・掛川市と掛川商工会議所が共有した情報を、静岡県の指定する方法にて掛川商工会議所は静岡

県商工会議所連合会へ、掛川市は静岡県に報告する。 

      ・感染症流行の場合、国や県からの情報や方針に基づき、掛川市と掛川商工会議所が共有した情

報を県の指定する方法にて掛川市や掛川商工会議所より県へ報告する。 

 

  １）指示命令系統・連絡体制図  

自然災害等発生時に、地区内の小規模事業者の被害情報の迅速な報告及び指揮命令を円滑に行

うことができる仕組みを構築する。体制図は次のとおりである。 

 

【連絡体制図】 

 

 

 

 

                                                   

 

 

   

 

 

 

  ２）被害状況の確認方法・被害額の算定方法 

    掛川市と掛川商工会議所は、被害状況の確認方法や被害額（合計、建物、設備、商品等）の算

定方法について、以下のようにあらかじめ確認しておく。 

 

 ①被害状況の確認方法  

巡回訪問や相談窓口設置のほか、通信インフラが稼働している場合は電話・FAX でも実施する。  

 被害を迅速かつ的確に把握するため、被害調査シートを定めて２者で共用するものとする。 

 

        

 

静岡県 関東経済産業局等 

掛川商工会議所 

静岡県商工会議所連合会 掛川市 
・小田原箱根商工会議所 
・日光商工会議所 
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○被害状況報告の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②被害額算定の対象  

掛川商工会議所が主として把握する被害のうち、被害額の算定の対象は「非住家の被害」と「商

工被害」の二つとする。  

 

・「非住家被害」とは  

事業用の建物（店舗・工場・事務所・作業場・倉庫など）の被害であり、建物と一体となった建物

付属設備についても対象とする。人が居住している店舗兼住宅のような物件は、住居部分を「住

家被害」として除外して処理する。また、「非住家被害」の対象としては、被害の程度に関わらず、

床下浸水から全壊に至るまでを区分毎に把握するものとするが、掛川市への被害報告は、全壊ま

たは半壊の場合のみとする。  

 

・「商工被害」とは  

建物以外の事業の被害を言う。具体的には、棚卸資産（商品・製品、仕掛品、原材料）有形償却資

産（構築物、車両及び運搬具、工具、工具器具備品、機械及び装置）の被害とする。 

 

 ③被害額の算定基準  

被害額の算定は、中小企業庁の『中小企業ＢＣＰ運用指針 第 2 版』に基づき、事業の復旧に

必要な資産の復旧に要する費用（直接被害）を見積もる事とし、具体的には以下の通りとする。  

 

 

 

 

 

 

項 目 内 容 

企業名・事業所名 被害を受けた企業・事業所の名称 

所在地 被害を受けた企業・事業所の所在地 

業 種 製造業、建設業、小売業、卸売業、サービス業、その他 

被害状況 ・建物の状況（全壊、半壊等） 

・浸水の状況（床上、床下） 

・機械設備の状況  

・製品等の状況 

被害額（千円）  

 内 訳 建物、機械設備、製品その他 
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□算定すべき被害額と算定基準（直接被害）  

 

※被害を把握するタイミングによって、再調達価格や修繕費の見積もりが困難になる場合が想定

されるため、把握可能な範囲において概算価格等にて把握しても差し支えないものとする。  

なお、構築物については建物と一体になった建物付属設備（電気、給排水、衛生、空調等の各設

備）は非住家被害とし、塀門扉、橋梁、舗装設備（建物と分離された看板塔塔などを含む）は商工

被害とするが、いずれも事業の復旧に必要な資産のみを対象とする。 

 

 ＜４．応急対策時の地区内小規模事業者に対する支援＞ 

   ・相談窓口の開設方法について、掛川市と相談する。 

（掛川商工会議所は、国の依頼を受けた場合、特別相談窓口を設置する）。 

   ・安全性が確認された場所において、相談窓口を設置する。 

   ・地区内小規模事業者等の被害状況の詳細を確認する。 

     □発災直後から 3日程度→役職員、議員の安否、人的被害、居住地周辺の大まかな被害調査 

     □発災から 7日程度→巡回聞取により、再開の可否や稼働の状況などを確認する 

     □発災から 2週間→巡回訪問や相談窓口により、経営課題（事業再開・資金繰り等）の把握 

   ・応急時に有効な被災事業者施策（国や都道府県、市町村等の施策）について、地区内の小規模

事業者等へ周知する。巡回訪問をはじめ、ＨＰ、ＬＩＮＥ公式アカウント、広報誌、説明会な

どで周知を行う。 

 

分類 被害区分 被害程度の目安 被害額の算定基準 

非住家 

被害 

全壊 
基本的機能を喪失したもの  

延べ床面積の 70％以上の損壊等 

事業の復旧に必要な撤去費 

（解体・運搬・処分費）と再調

達価格を求める 

半壊 
基本的機能の一部を喪失したもの 

補修が可能なもの 

事業の復旧に必要な修繕費を求

める  

事業の復旧に関係しない経費 

は除く 

一部破損 
全壊・半壊に至らない破損  

窓ガラス破損程度は除く 

床上浸水 
土砂等の堆積等で一時的に使用不 

可の浸水 

床下浸水 
床上に至らない程度に浸水したも 

の 

商工 

被害 

棚卸資産 
喪失したもの、廃棄せざるを得な 

いもの  
仕入原価・製造原価を求める 

有形償却資産 
修繕または再調達せざるを得ない 

もの 

事業の復旧に必要な撤去費 

（解体・運搬・処分費）と再調 

達価格または修繕費を求める 
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   ・感染症の流行等による大幅な景気の落ち込みで、中小企業の経営に多大な影響を与える恐れが

ある際は、掛川市と掛川商工会議所は連携して支援にあたる。 

     □地域小規模事業者に聞き取り調査（アンケート等）を行い、経営状況を確認する。 

     □掛川商工会議所は掛川市等からの要請により緊急相談窓口を設置し、情報を収集し、小規

模事業者等への施策の支援・斡旋・情報提供等を行う。 

     □掛川商工会議所は地域事業者の要望を取りまとめ、行政への提言を行う。 

 

 ＜５．地区内小規模事業者に対する復興支援＞ 

   ・静岡県の方針に従って、復旧・復興支援の方針を決め、被災小規模事業者に対し支援を行う。 

 ・被災規模が大きく、被災地の職員だけでは対応が困難な場合には、他の地域からの応援派遣等 

を県等に相談する。併せて、当所と災害支援協定を結んでいる、小田原箱根商工会議所・日光

商工会議所に職員の応援派遣を依頼する。 

・感染症等の流行により、事業活動が困難になった場合、また、その恐れがある時は、資金繰り 

や補助金等を積極的に地区内小規模事業者等に周知する。 

 

 ＜６． 感染症に向けた組織体制の構築＞  

新型コロナウイルス等感染症により、事業継続が困難になる状況が今後も想定されることから、

国や県、市、商工会議所と連携を図りながら支援体制を構築する。併せてリモートワークや事業

者とオンライン相談が可能な環境を整備し、機動的な対応が行えるようにする。 

 

 

 ※その他 

・上記内容に変更が生じた場合は、速やかに県へ報告する。 
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連携 

連絡調整 

確認 

連携 

（別表２） 

 事業継続力強化支援事業の実施体制 

事業継続力強化支援事業の実施体制 

（令和５年３月現在） 

（１）実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第 5 条第 5 項に規定する経営指

導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

   ①当該経営指導員の氏名、連絡先 

    法定経営指導員 山下真弘、森下茂樹、落合 巧（連絡先は後述（３）①参照） 

 

   ②当該経営指導員による情報の提供および助言（手段、頻度 等） 

    ※以下に関する必要な情報の提供及び助言等を行う 

    ・本計画の具体的な取組の企画や実行 

    ・本計画に基づく進捗確認、見直し等フォローアップ（１年に１回以上） 

 

（３）商工会／商工会議所、関係市町連絡先 

①掛川商工会議所 

〒436-0079 静岡県掛川市掛川 551-2 

掛川商工会議所 中小企業相談所 

電話番号  0537-22-5151 

ＦＡＸ番号  0537-22-0954 

ＵＲＬ   http://www.kakegawa-cci.or.jp/ 

E-Mail   info@kakegawa-cci.or.jp 

 

②掛川市 

〒436-8650 静岡県掛川市長谷 1-1-1 

          掛川市 産業経済部 産業労働政策課 

          電話番号  0537-21-1125 

ＦＡＸ番号 0537-21-1212 

ＵＲＬ   https://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/ 

          E-Mail   sangyo@city.kakegawa.shizuoka.jp 

      

 ※その他 

・上記内容に変更が生じた場合は、速やかに県へ報告する。 

 

掛川商工会議所 

専務理事・事務局長 

掛川市 

産業経済部長 

掛川商工会議所 

中小企業相談所長 

法定経営指導員 

掛川市 

産業労働 

政策課 

掛川市 

危機管理課 
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（別表３） 

事業継続力強化支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                 （単位 千円） 

 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 

必要な資金の額 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

 ①専門家派遣費 

②セミナー開催費 

③パンフ・チラシ等作成費 

④協議会運営費 

500 

300 

150 

50 

500 

300 

150 

50 

500 

300 

150 

50 

500 

300 

150 

50 

500 

300 

150 

50 

 

 

 

調達方法 

会費収入、静岡県補助金、掛川市補助金、事業収入等 
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（別表４） 

 事業継続力強化支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町以外の者を連携して

事業継続力強化支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

１．あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 静岡支店長 生田陽一  

静岡市葵区常磐町 1-7-5 あいおいニッセイ同和損保静岡ビル 

TEL：054-254-3303 

 

２．東京海上日動火災保険株式会社 静岡支店長 羽田真人 

静岡市葵区紺屋町 17-1  葵タワー13階  

TEL：054-254-4150 

 

３．静岡県ＢＣＰコンサルティング協同組合 理事長 髙橋義久 

静岡市清水区西国久保 283-2  

TEL：054-367-2667 

 

連携して実施する事業の内容 

１．①小規模事業者に対する災害リスクの周知および対策として損害保険の周知  

②小規模事業者のＢＣＰ策定、事業継続力強化計画認定支援 

③ＢＣＰ関連セミナーの開催 

 

２．上記１と同じ 

 

３．①ＢＣＰ策定支援（専門家の派遣） 

  ②個別相談会の開催 

 

連携して事業を実施する者の役割 

１．①ハザードマップ・無料安否確認ツール提供、ビジネス総合保険の相談・加入勧奨  

②保険代理店による個別支援 

③ＢＣＰ関連セミナー講師派遣 

 

２．上記１と同じ 

 

３．ＢＣＰ策定ツールの提供、指導・助言 

 

上記の事業連携により、小規模事業者へのタイムリーな情報提供や事業者の意識改革、ＢＣＰの策定

が可能となり、早期の事業復興を支援することができる。 
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連携体制図等 

 

 

 

 

支援      相談 

 

 

 

 

連携          連携 

 

 

 

 

・損害保険の周知              ・ＢＣＰ策定支援（専門家の派遣） 

   ・ＢＣＰ策定、事業継続力強化計画認定支援  ・個別相談会の開催  

   ・ＢＣＰ関連セミナーの開催 

 

 

小規模事業者 

掛川商工会議所 

静岡県 BCPコンサルティング協同組合 
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 

東京海上日動火災保険株式会社 


